
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

「
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
」

緊
急
地
震
速
報
訓
練
を
実
施

   
  

６
月
15
日
㈬　

午
前
10
時
ご
ろ

　

地
震
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
緊
急
情
報

を
人
工
衛
星
か
ら
瞬
時
に
伝
達
す
る

「
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
」
を
使
用
し
た
自
動
放
送

訓
練
が
全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

※
当
日
の
災
害
や
気
象
状
況
な
ど
に
よ

り
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

総
務
課
庶
務
係

☎
(74)
３
１
３
１

対
象
者　

町
内
在
住
の
中
学
校
卒
業
ま

で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

◎
所
得
制
限
限
度
額
・
所
得
上
限
限
度
額

が
変
わ
り
ま
す

　

児
童
手
当
制
度
に
お
い
て
は
、
児
童

を
養
育
し
て
い
る
人
が
所
得
制
限
限
度

額
を
超
え
て
い
る
場
合
、特
例
給
付（
一

律
５
０
０
０
円
）が
支
給
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
令
和
４
年
10
月
支
払
分（
令
和

４
年
６
月
〜
９
月
分
）か
ら
所
得
上
限

限
度
額
が
新
設
さ
れ
ま
す
。
所
得
額
が

所
得
上
限
限
度
額
を
超
え
て
い
る
場
合
、

児
童
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。（
金
額

は
左
表
を
参
照
）

※
所
得
制
限
限
度
額
を
超
え
て
い
な
け

れ
ば
、
変
わ
ら
ず
児
童
手
当
を
受
給
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
所
得
税
法
上
の
同
一
生
計
配
偶
者

（
70
歳
以
上
の
人
に
限
る
）ま
た
は
老
人

扶
養
親
族
が
い
る
人
の
限
度
額
は
、
右

記
の
額
に
当
該
同
一
生
計
配
偶
者
ま
た

は
老
人
扶
養
親
族
１
人
に
つ
き
６
万
円

を
加
算
し
た
額

◎
現
況
届
が
省
略
さ
れ
ま
す

　

毎
年
６
月
に
現
況
届
の
提
出
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
が
、
児
童
の
養
育
状
況

が
変
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
左
記
に
該

当
す
る
人
を
除
い
て
、
現
況
届
の
提
出

は
不
要
で
す
。

現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
人

▼
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
な
ど
に
よ
り
、

住
民
票
の
住
所
地
と
異
な
る
市
町
村
で

受
給
し
て
い
る
人

▼
支
給
要
件
児
童
の
戸
籍
が
な
い
人

▼
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居
し
て

い
る
人

▼
そ
の
他
、
町
か
ら
提
出
の
案
内
が

あ
っ
た
人

　

詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

に
こ
に
こ
甘
楽　

福
祉
課
こ
ど
も
係　

☎
(67)
５
１
９
４

受
給
要
件
が
変
わ
り
ま
す

児
童
扶
養
手
当

　

児
童
扶
養
手
当
の
受
給
要
件
が
改
正

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
い
ま
ま
で
児
童

扶
養
手
当
を
受
給
で
き
な
か
っ
た
人
も

受
給
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
改
正

後
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
福
祉

係
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
視
覚
障
害
・
視
野
障
害
に
関
わ
る
障

害
の
状
態
の
基
準
が
変
更
さ
れ
ま
し
た

　
「
父
ま
た
は
母
が
政
令
で
定
め
る
程

度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
児
童
」の
視

覚
障
害
・
視
野
障
害
に
関
わ
る
障
害
の

状
態
の
基
準
が
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

◎「
父
ま
た
は
母
が
引
き
続
き
１
年
以
上

遺
棄
し
て
い
る
児
童
」の
認
定
基
準
が

緩
和
さ
れ
ま
し
た

　

遺
棄
の
認
定
に
つ
い
て
、
離
婚
調
停

や
審
判
の
係
争
中
で
婚
姻
関
係
が
継
続

し
て
い
る
場
合
で
も
、「
父
ま
た
は
母
に

よ
る
現
実
の
扶
養
を
期
待
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
」は
、

遺
棄
に
該
当
す
る
な
ど
、
事
実
関
係
を

総
合
的
に
考
慮
し
、
判
断
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ

に
こ
に
こ
甘
楽　

福
祉
課
福
祉
係　

☎
(67)
５
１
６
２

         
         

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

制
度
の
一
部
が
変
わ
り
ま
す

児
童
手
当

所得制限限度額

（特例給付）

所得上限限度額

（新設）

支給額
（児童１人あたり）

一律5,000円／月 0円（支給なし）

扶養親族

などの数

受給者の所得額

（控除後の所得額）

０人 622 万円 858 万円

１人 660 万円 896 万円

２人 698 万円 934 万円

３人 736 万円 972 万円

４人 774 万円 1,010 万円

５人 812 万円 1,048 万円

No.1220おしらせ版
※  新型コロナウイルス感染症の状況により、掲載した
　  情報は変更または中止になることがあります。

広報かんら／2022.6.119


